
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
六
号

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
取
締
規
則

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第

六
十
五
条
の
規
定
に
基
き
、
及
び
同
法
第
六
十
六
条
の
二

の
規
定
の
う
ち
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
に
係
る
部
分
を

実
施
す
る
た
め
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
取
締
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
分
類
）

第
一
条
　
漁
業
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
小
型
機
船
底
び

き
網
漁
業
は
、
こ
れ
を
五
種
類
に
区
分
し
、
そ
の
種
類

に
よ
り
左
の
名
称
を
附
す
る
。

一
　
手
繰
第
一
種
漁
業
（
網
口
開
口
装
置
を
有
し
な
い

網
具
を
使
用
し
て
行
う
手
繰
漁
業
）

二
　
手
繰
第
二
種
漁
業
（
ビ
ー
ム
を
有
す
る
網
具
を
使

用
し
て
行
う
手
繰
漁
業
）

三
　
手
繰
第
三
種
漁
業
（

け
た桁

を
有
す
る
網
具
を
使
用
し

て
行
う
手
繰
漁
業
）

四
　
打
瀬
漁
業

五
　
そ
の
他
の
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
前
各
号
に

掲
げ
る
も
の
以
外
の
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
）

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
地

方
名
称
を
附
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県

知
事
が
指
定
す
る
名
称
に
よ
る
。

（
禁
止
海
域
又
は
禁
止
期
間
）

第
二
条
　
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
は
、
農
林
水
産
大
臣

が
海
域
又
は
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
当
該
海
域
又
は

期
間
内
に
お
い
て
は
、
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。
但
し
、

第
一
種
共
同
漁
業
権
又
は
第
三
種
区
画
漁
業
権
の
目
的

と
な
つ
て
い
る
水
産
動
植
物
を
当
該
共
同
漁
業
権
若
し

く
は
区
画
漁
業
権
又
は
こ
れ
ら
を
目
的
と
す
る
入
漁
権

に
基
い
て
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
禁
止
海
域

又
は
禁
止
期
間
を
定
め
た
と
き
は
こ
れ
を
告
示
す
る
。

第
三
条
　
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
海
域
に
お
い
て

は
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
種
類
の
小
型
機
船
底

び
き
網
漁
業
は
、
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。

（
禁
止
漁
法
又
は
禁
止
漁
具
）

第
四
条
　
二
そ
う
び
き
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
は
、
営

ん
で
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
農
林
水
産
大
臣
の
指
定
す

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
　
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
は
、
滑
走
装
置
を
備
え
た

桁
又
は
網
口
開
口
板
を
使
用
し
て
営
ん
で
は
な
ら
な

い
。
但
し
、
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
小
型
機
船
底

び
き
網
漁
業
で
そ
の
指
定
す
る
海
域
及
び
期
間
内
に
お

い
て
営
む
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
　
前
二
項
た
だ
し
書
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
第

二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
許
可
船
舶
に
対
す
る
停
泊
命
令
及
び
検
査
）

第
五
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

の
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
小
型
機
船
底
び
き
網
漁

業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
、
合
理
的
に
判
断
し
て
漁

業
に
関
す
る
法
令
の
規
定
又
は
こ
れ
に
基
く
処
分
に
違

反
す
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業

取
締
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
小
型
機
船
底
び
き

網
漁
業
者
に
対
し
、
停
泊
港
及
び
停
泊
期
間
を
指
定
し

て
当
該
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船

舶
の
停
泊
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
漁
業
法
第
百
三

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
官
吏
に
検
査
を
行

わ
せ
る
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
命
令

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年

法
律
第
八
十
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
聴

聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞
の
期

日
に
お
け
る
審
理
は
、
公
開
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４
　
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
停
泊
期
間
は
、
十
日
間

を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

（
船
長
等
の
乗
組
禁
止
命
令
）

第
六
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業

者
に
つ
き
、
合
理
的
に
判
断
し
て
漁
業
に
関
す
る
法
令

の
規
定
又
は
こ
れ
に
基
く
処
分
に
違
反
す
る
事
実
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
上
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
者
の
使
用

に
係
る
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
又
は
操

業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、
期
間
を
限
り
小
型
機
船
底

び
き
網
漁
業
に
従
事
す
る
船
舶
の
乗
組
を
制
限
し
、
又

は
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か

か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞
に
は
、
前

条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
無
許
可
船
に
対
す
る
停
泊
命
令
）

第
七
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
合
理
的
に
判
断
し
て
漁
業

者
が
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
許
可
を
受
け
な
い
で

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
を
営
ん
だ
事
実
が
あ
る
と
認

め
る
場
合
に
お
い
て
、
漁
業
取
締
上
必
要
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
漁
業
者
又
は
当
該
漁
業
者
の
使
用
に
係
る
船

舶
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
若
し
く
は
操
業
を

指
揮
す
る
者
に
対
し
、
停
泊
港
及
び
停
泊
期
間
を
指
定

し
て
当
該
船
舶
の
停
泊
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
行
政
手
続
法
第
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
の
た
め
の
手
続
の
区
分
に
か

か
わ
ら
ず
、
聴
聞
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
聴
聞
に
は
、
第

五
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
無
許
可
船
に
対
す
る
漁
具
、
漁
ろ
う
装
置
の
陸
揚
命

令
等
）

第
八
条
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
漁
業
取
締
上
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
の
許
可

を
受
け
な
い
で
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
に
使
用
し
若

し
く
は
使
用
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
船
舶
に
よ

り
漁
業
を
営
む
者
又
は
当
該
船
舶
の
船
長
、
船
長
の
職

務
を
行
う
者
若
し
く
は
操
業
を
指
揮
す
る
者
に
対
し

て
、
期
限
を
指
定
し
、
も
つ
ぱ
ら
小
型
機
船
底
び
き
網

漁
業
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
認
め
る
漁
具
又
は
漁
ろ

う
装
置
そ
の
他
の
設
備
の
陸
揚
を
命
じ
、
又
は
み
ず
か

ら
こ
れ
ら
の
設
備
の
封
印
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
停
船
命
令
）

第
九
条
　
漁
業
法
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
検

査
又
は
質
問
は
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
に
従
事
す

る
船
舶
（
許
可
を
受
け
な
い
で
小
型
機
船
底
び
き
網
漁

業
に
従
事
し
、
又
は
従
事
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
船
舶
を

含
む
。
）
の
船
長
、
船
長
の
職
務
を
行
う
者
又
は
操
業

を
指
揮
す
る
者
に
対
し
、
停
船
を
命
じ
て
こ
れ
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
停
船
命
令
は
、
同
項
の
検
査
又
は
質
問
を
す

る
旨
を
告
げ
又
は
表
示
し
、
か
つ
、
国
際
海
事
機
関
が

採
択
し
た
国
際
信
号
書
に
規
定
す
る
次
に
掲
げ
る
信
号

を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
別
記
様
式
に
よ
る
信
号
旗
Ｌ
を
掲
げ
る
。

二
　
サ
イ
レ
ン
、
汽
笛
そ
の
他
の
音
響
信
号
に
よ
り
Ｌ

の
信
号
（
短
音
一
回
、
長
音
一
回
、
短
音
二
回
）
を

約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続
し
て
行
う
。

三
　
投
光
器
に
よ
り
Ｌ
の
信
号
（
短
光
一
回
、
長
光
一

回
、
短
光
二
回
）
を
約
七
秒
の
間
隔
を
置
い
て
連
続

し
て
行
う
。

３
　
前
項
に
お
い
て
「
長
音
」
又
は
「
長
光
」
と
は
、
約

三
秒
間
継
続
す
る
吹
鳴
又
は
投
光
を
い
い
、
「
短
音
」

又
は
「
短
光
」
と
は
、
約
一
秒
間
継
続
す
る
吹
鳴
又
は

投
光
を
い
う
。

（
罰
則
）

第
十
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下

の
懲
役
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又

は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一
　
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の

規
定
に
違
反
し
た
者

二
　
第
七
条
第
一
項
又
は
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
命
令

に
違
反
し
た
者

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
犯
人
が
所
有
し
、
又
は

所
持
す
る
漁
獲
物
、
そ
の
製
品
、
漁
船
又
は
漁
具
そ
の

他
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
用
に
供
さ
れ
る
物
は
、
こ
れ

を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
犯
人
が
所
有

し
て
い
た
こ
れ
ら
の
物
件
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
価
額
を
追
徴
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
一
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以

下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一
　
第
五
条
第
一
項
又
は
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
命
令
に
違
反
し
た
者

二
　
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
禁
止
に

違
反
し
た
者

第
十
二
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代

理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は

人
の
業
務
又
は
財
産
に
関
し
て
、
前
二
条
の
違
反
行
為

を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
外
、
そ
の
法
人
又

は
人
に
対
し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
一
月
二
一
日
農
林
省
令

第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
二
月
一
日
農
林
省
令
第

一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
三
月
三
一
日
農
林
省
令

第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
五
日
農
林
省
令
第

四
九
号
）
　
抄

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
六
月
一
一
日
農
林
水
産

省
令
第
一
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
漁
業
法
及
び
水
産
資
源
保
護
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
六
十
二

号
）
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
八
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
九
月
三
〇
日
農
林
水
産
省

令
第
七
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
法
の
施
行
の
日
（
平
成
六

年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
七
月
二
五
日
農
林
水
産

省
令
第
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
八
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
記
様
式

別記様式

備考

１ 斜線の部分は、黒であり、その他の部分は、黄である。

２ この旗は、国際海事機関の採択した国際信号書に掲載の「L」
旗（あなたは、すぐ停船されたい。）である。

３ 数字は、センチメートルを示す。
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